
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

袖 ケ 浦 市 





 

は じ め に 

 

 代宿地区は、組合施行の土地区画整理事業により都市基盤の整備を進め

てきました。この土地区画整理事業の施行に伴い、健全な住宅地の形成を

図るとともに、今後も、住宅地の環境の保全を図っていく必要があります。 

 このため、都市計画法による地区計画制度を活用したまちづくりのルー

ルを定めることとし、平成８年４月１日に「代宿地区地区計画」を都市計

画決定しました。  

 代宿地区の環境を将来にわたって維持するためには、これからこの地区

にお住まいになる方々のご協力がぜひ必要となります。さらには、建築物

等の設計者、施工者の方々のご協力も必要です。  

 この冊子は、代宿地区の環境を整備し保全するための地区計画の運用に

ついて説明したものです。この制度の主旨を十分ご理解のうえ本地区のま

ちづくりについてご協力をいただきたくお願いいたします。  

 

                          平成９年６月  
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Ⅰ  都市計画法・建築基準法に基づく制限  

 

 代宿地区では、都市計画法に基づき次の都市計画が決定されています。  

 したがって、建築物の建築を行う場合には、これらの基準と地区計画で定める

基準を守っていただくことになります。  

 

◆第一種低層住居専用地域  

  ・建築物の建築面積の敷地面積に対する割合（建ぺい率）  

   →  ５０パーセント以下  

  ・建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（容積率）  

   →  １００パーセント以下  

  ・高さ制限   

   →  １０メートル以下  

 

 

Ⅱ  代宿地区地区計画（地区計画計画書）  

 

 代宿地区地区計画は、都市計画法に定める手続きにより、袖ケ浦市が決定した

ものです。  

 地区計画は、次のとおり「区域の整備･開発及び保全の方針」と「地区整備計

画」を定めています。  
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袖ケ浦都市計画地区計画の決定（袖ケ浦市決定） 

当初決定  平成 8 年 4 月 1 日 袖ケ浦市告示第３５号       

                                                 変更決定  平成 27 年 1 月 22 日 袖ケ浦市告示第 6 号        

都市計画代宿地区地区計画を次のように決定する。 

 

名    称   代 宿 地 区 地 区 計 画 

位    置  袖ケ浦市代宿字汲潮及び字穴田並びに久保田字汐汲谷の各一部の区域 

面    積   約 ５．３ ｈａ 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

本地区は、袖ケ浦市の市街化区域の北端、JR内房線長浦駅の東北東約２．５  

ｋｍのところに位置し、組合施行による土地区画整理事業の施行地区である。 

したがって、本地区計画では、施行後の無秩序な建築行為等により事業の効果

が損なわれないように、適正な土地利用を図り、良好な市街地を形成し保持する

ことを目標とする。 

土地利用の方針 
 本地区は、低層戸建住宅を主体とした良好な住宅地として、敷地の細分化等を

防止して環境の維持保全を図る。 

地区施設の整備方針 
 土地区画整理事業により計画的に整備された道路、公園等の施設の維持保全を

図る。 

建築物等の整備方針 

１ 敷地の細分割による過小宅地化を避け、建築物の過密化を防止するため、敷

地面積の最低限度を定める。 

２ 日照、通風等を確保し、良好な住宅地としての環境を形成するため、壁面の

位置の制限を定める。 

３ 良好な住宅地の景観を形成するため、建築物等の形態又は意匠の制限を定め

る。 

４ 街並みの美観上及び防災上の観点から、かき又はさくの構造の制限を定める。 
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地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物の敷地面積

の最低限度  

１５０㎡。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合は、この限

りでない。 

壁面の位置の制限  

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線ま

での距離（以下「外壁の後退距離」という。）は、１ｍ以上とする。ただし、

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次

の各号の一に該当する場合及び市長が公益上やむを得ないと認めた場合は、

この限りでない。 

 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるこ

と。 

 (2) 自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが 

2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であること。 

建築物等の形態又は 

意匠の制限 

 屋外広告物は、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、市

長が制限の対象としないと認めたものについては、この限りでない。 

１ 設置できる屋外広告物は、自己の用に供するものに限る。 

２ 屋外広告物は、屋根及び屋上に設置してはならない。 

３ 屋外広告物を設置する場合の表示面積及び個数は、次の表のとおりとす

る。  

種 類 区 分 一表示面積 総表示面積 
設置でき

る 個 数 

建築物に表

示し、又は、

掲出するも

の 

壁面に表示し、又

は掲出するもの 
－ 

表示等をする

壁面の面積の

1/5以下でか

つ5㎡以下 1個 

壁面から突き出す

もの(両面を利用

したもの) 

2.5㎡以下 ５㎡以下 

建築物から

独立して設

置するもの 

－ 2.0㎡以下 ４㎡以下 1個 

 

かき又はさくの構造 

の制限 

 かき又はさくは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、

市長が公益上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

１ 道路境界線側及び隣地境界線側にかき又はさくを設ける場合は、次の各

号の一に該当するものでなければならない。 

 (1) 生垣 

 (2) 宅地地盤面からの高さが 1.5ｍ以下のフェンス、鉄柵等の透視可能

なもの。ただし、コンクリートブロック造等であっても、宅地地盤面

からの高さが1.5ｍ以下で、開放性を著しく妨げない範囲内で設ける

場合については、この限りでない。 

２ 前項の生垣の植栽帯の法止め又はフェンス等の下に積むコンクリート

ブロック類の高さは、宅地地盤面から60㎝以下とする。 

 

「区域は、計画図表示のとおり。」 

理由：代宿地区において、土地区画整理事業の施行に伴い、合理的な土地利用を図るとともに、良好な住環 

境の形成を図るため地区計画を定める。 
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代 宿 地 区 地 区 計 画 区 域 図 
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Ⅲ 地区整備計画の運用基準 
 

 地区整備計画の運用の基準を、次のように定めます。  

 

１ 建築物の敷地面積の最低限度  

 敷地の細分化による建築物の過密化を防止し、将来にわたり、ゆとりのある宅地を維

持していくため、建築物の敷地面積の最低限度を次のように定めています。  

 

 

  １５０㎡。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合は、この限り  

でない。  

 

 【解説】  

  （１）土地（敷地）を分割し、次の例のように１５０㎡より小さくなった場合は、

建築物の敷地として使用できません。  
 

    例１                  例２  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  （２）ただし、次に該当する場合は、１５０㎡未満の土地であっても敷地として使

用できます。  

    ①  地区計画の決定（平成８年４月１日）の際、建築物の敷地として使用され

ていた１５０㎡未満の土地で、その全部を一つの敷地として使用する場合

【参照：条例第７条第２項】  

    ②  地区計画の決定の際、建築物の敷地として使用されていなかった１５０㎡

未満の土地で、その全部を一つの敷地として使用する場合【参照：条例第７

条第２項】  

    ③  地区計画の決定の際は１５０㎡以上あったが、土地区画整理事業による仮

換地指定又は換地処分を受けたことにより１５０㎡未満になった土地で、そ

の全部を一つの敷地として使用する場合（市長の認定が必要）【参照：条例

第１３条、規則第６条第１号】  

  （３）「公益上やむを得ないもの」とは、巡査派出所、公衆便所、路線バスの待合

所の上家等です。【参照：条例第１２条】  

地 区 整 備 計 画 

280 ㎡ 

140 ㎡ 

140 ㎡ 

…敷地として  

 使用できない  

…敷地として  

 使用できない  

280 ㎡ 

160 ㎡ 

120 ㎡ 

…敷地として  

 使用できる  

…敷地として  

 使用できない  

×

打

つ 

×

打

つ 

×

打

つ 

○

打

つ 
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２ 壁面の位置の制限  

 建物の位置を道路から後退することにより、遮へい感・圧迫感が軽減され、同時に道

路空間の広がりが確保され、明るく開放的な街並みになります。また、隣地から後退す

ることにより、日照、通風の確保や防災に強い街並みとなり、これらの空間を植栽する

ことなどにより、景観上も優れた街並みとなります。  

このため、壁面の位置の制限を定めています。  

 

 

  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距  

離（以下「外壁の後退距離」という。）は、１ｍ以上とする。  

  ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分  

 が次の各号の一に該当する場合及び市長が公益上やむを得ないと認めた場合は、  

この限りでない。  

（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であること。  

（２）自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以  

   下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であること。  

 

 

 【解説】  

  （１）建築物の壁面の後退をしていただくところは、次のとおりです。なお、壁面

の後退距離は、外壁の面又はこれに代わる柱の面（壁がない場合）から測定し

ます。  

 

 

 

地 区 整 備 計 画 

ア  ａ＋ｂ＋ｃ  ≦  ３ｍ  

イ      部分の軒高 ≦  2.3ｍ かつ  面積５㎡以下  
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＜緩和制限＞  

制限領域 

隣地境界線 

外壁の後退  

距離の限度  

 １ｍ以上 

ｃ 

b 

a １ｍ以上 

道  路 

１ｍ以上 

１ｍ以上 

物置・  
車庫等  

建築物 

制限領域 



  （２）緩和する部分は次のとおりです。  

 

    ア  建築物（の部分）が敷地の形状等により若干制限領域に入る場合は、制限

領域内にある建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さが３ｍ

以下であれば、緩和するものです。  
 

    イ  自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供する建築物（の部分）

（本屋の一部に下屋が設けられている場合も該当する。）が制限領域に入る

場合、その軒高が 2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であれば、

緩和するものです。  

 

  （３）車庫及び物置の「軒の高さ」とは次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ア  次の構造の車庫は地区計画の制限にはなるものの、建築確認申請の対象と

はなりません。  

      ① 市販されているカーポート等といわれている車庫で、柱の材質がアルミ

製のもの。  

      ② パーキングリフト等といわれている多段式の立体自動車車庫で、屋根を

付けないもの。（ただし、多段式の立体自動車車庫で、壁あるいは屋根

（天井）を有するものは、建築基準法施行令第 130 条の５に規定する第

一種、第二種低層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物にあ

たるため、地区計画の制限以前に建築することはできません。）  

＜車庫＞  

＜車庫＞  

＜車庫又は物置＞  

＜物置＞  

軒

の

高

さ 

軒

の

高

さ 

軒

の

高

さ 

軒

の

高

さ 
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    イ  次の構造の物置のうち、建築確認の対象とならないものについては、地

区計画の壁面後退の制限の対象としません。ただし、制限領域内への設置

は極力最小限とするようお願いいたします。  

      ① 市販されているアルミ等の材質のもので、基礎を固定しないもの。  

       （移動可能なもの等）  

 

  （４）隅きり部分の制限領域は次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （５）ごみ集積用地及び電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分の制限領

域は、次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ｍ  

１ｍ  

歩道  

敷地  

※     は、制限領域  
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１ｍ  

１ｍ  

敷境界線  

電柱用地  ごみ集積

用地 

道路 

壁面の位置の制限部

分 

敷地 



 

  （６）壁面の位置の制限の対象・非対象  

 

    ア  次に掲げるものは、壁面の位置の制限の対象としません。  

     ① かき・さく  

     ② 雨どい、戸袋、シャッターボックス  

     ③ 既製品のカーポート  

     ④ 玄関先の階段  

     ⑤ 屋外広告物、自動販売機  

 

    イ  次に掲げるものは、建設省通達「床面積の算定方法について」（昭和 61

年４月３０日建設省住指発第 115 号）により建築面積に算入される建築物

の部分についてのみ、壁面の位置の制限の対象とします。  

      よって、床面積として算入されない部分については、制限の対象にはなり

ません。  

      ①  ピロティ、ポーチ  

      ②  吹きさらしの廊下  

      ③  バルコニー・ベランダ  

      ④  屋外階段  

      ⑤  出窓  

      ※  ひさし（建築基準法施行令第２条第１項第２号の規定による）  
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    ウ  イの⑤の「出窓」のうち、次の要件に該当する「出窓」は、建築面積に算  

入されないため、壁面の位置の制限の対象としません。  

 

      ○形状が通常の出窓で次の要件をすべて満たしたもの  

       ①  下端の床面からの高さ（ｈ）が、30cm 以上であること。  

       ②  周囲の外壁面からの水平距離（ｄ）が、50cm 以上突き出ていない

こと。  

       ③  室内側からの見付面積の１／２以上が窓であること。  

 

 

                       

                          

                         ･見付面積のとり方  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

      ※  次のいずれかに該当するものは、「通常の出窓」には該当しないため、

壁面の位置の制限の対象となります。         

       ①  該当部分が屋根と一体となっており、下屋でないもの  

        ②  該当部分の天井が室内の天井の高さ以上にあるもの  

        ③  相当部分が棚等の物品の保管格納の用途のもの  

        ④  該当部分の下に地袋を有しているもの  

        ⑤  その他特殊な形状のもの又は床としての機能を有するもの  
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ｄ 

ｈ 外壁の面から  

1.0ｍ以上離す 

地盤面  

道
路
境
界
線 

平面  

立面  

（室内部）  

側面  

30cm 以上 

50cm 未満 

床面  



３ 建築物等の形態又は意匠の制限   

 良好な街並みの景観を形成する要素である屋外広告物について、制限を定めています。  

 

 

  屋外広告物は、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、市長が  

 制限の対象としないと認めたものについては、この限りでない。  

  １  設置できる屋外広告物は、自己の用に供するものに限る。  

  ２  屋外広告物は、屋根及び屋上に設置してはならない。  

  ３  屋外広告物を設置する場合の表示面積及び個数は、次の表のとおりとする。  

 

種  類  区  分  一表示面積  総表示面積  
設置でき

る 個 数 

建築物に表示し、又

は、掲出するもの  

壁面に表示し、又

は掲出するもの  
－  

表示等をする壁

面の面積の 1/5

以下でかつ 5 ㎡

以下  1 個  

壁面から突き出す

もの (両面を利用

したもの ) 

2.5 ㎡以下  ５㎡以下  

建築物から独立して

設置するもの  
－  2.0 ㎡以下  ４㎡以下  1 個  

 

 

 【解説】  

  （１）本地区計画で制限する「屋外広告物」とは、屋外広告物法（昭和24年法律

第１８９号）第2条第1項に定めるものをいいます。  

ただし、千葉県屋外広告物条例（昭和４４年千葉県条例第５号）第８条第６

項の規定に該当する広告物等については、本地区計画での制限の対象とはなり

ません。  

     ※屋外広告物についての解釈等については、千葉県屋外広告物条例の取扱い

に準じます。  

なお、詳細については、都市整備課に相談してください。  

 

  （２）「自己の用に供するもの」とは、次のとおりとします。  

    ①  「自己の用に供するもの」とは、自己の所有若しくは管理する土地や建築

物に、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する広告物をいいま

す。  

    ②  自己の氏名、名称、商標又は自己の事業等の内容を表示する広告物は、そ

の事業所等の敷地内に掲出する場合に限り、自己の用に供する広告物とみ

なします。  

    ③  自己の取扱商品名のうち特定の商品のみを表示するものは、「自己の事業

地 区 整 備 計 画 
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の内容を表示する広告物」に該当しないものとし、商店名等の名称が併記

されていれば、自己の用に供する広告物とみなします。  

 

  （３）「市長が制限の対象としないと認めたもの」とは次に掲げるものとします。  

    ①  私立の小学校、幼稚園及び保育所並びに民間の老人ホーム、福祉ホーム及

び診療所等の公益施設に設置する広告物  

    ②  ＰＴＡ等が設置する交通安全、防犯等の注意を呼び掛ける内容を表示した

広告物  

    ③  表札等のごく小さなもの  

 

  （４）低層住宅地の良好な景観を保全するため、屋外広告物の屋根及び屋上への設

置を制限します。  

 

  （５）屋外広告物を設置する場合の表示面積及び個数は、次の表のとおりとします。  

 

種  類  区  分  一表示面積  総表示面積  
設置でき

る 個 数 

建築物に表示し、又

は、掲出するもの  

壁面に表示し、

又は掲出するも

の  

－  

表 示 等 を す る

壁 面 の 面 積 の

1/5 以下でか

つ 5 ㎡以下  1 個  

壁面から突き出

すもの (両面を利

用したもの ) 

2.5 ㎡以下  ５㎡以下  

建築物から独立して

設置するもの  
－  2.0 ㎡以下  ４㎡以下  1 個  

 

   （注）表示面積の算定については、千葉県屋外広告物条例の規定に準じることと

します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



 ☆「建築物に表示し、又は掲出するもの」の例示  

 

区   分  参  考  図  表示面積  個数  その他の制限  

1 広告物を

壁 面 に 掲

出 し た も

の  

 表 示 等 を

す る 壁 面

の 面 積 の

1/5 以 下

で か つ ５

㎡以下  

1個  ①  千葉県屋外広告物条例に

より、当区域は「禁止地

域」に指定されており、こ

の条例により、地区計画の

制限以前に設置できる広告

物の面積は、その壁面面積

の1/5以下の制限を受けて

います。  

２  文字を壁

に 表 示 し

たもの  

 表 示 等 を

す る 壁 面

の 面 積 の

1/5 以 下

で か つ ５

㎡以下  

1個  ①  1-①と同じ。  

②  文字は、なるべく集中的

に表示すること。  

③  基本的には取り付けた文

字全体を単純な幾何学形状

（長方形、三角形、円形

等）とし「１個」として扱

い、表示面積を算定する。  

３  ひさしに

文 字 を 表

示 し た も

の  

 ５㎡以下  1個  ①  1-①と同じ。  

②  基本的には、取り付けた

ひさしの面積を表示面積と

する。  

４  ひさしの

上 に 広 告

物 を 掲 出

したもの  

 ５㎡以下  1個  ①  1-①と同じ。  

５  壁から突

出 し て 広

告 物 を 掲

載 し た も

の  

 一 表 示 面

積 は 2.5

㎡ 以 下 、

総 表 示 面

積 は ５ ㎡

以下  

１個  ①  千葉県屋外広告物条例に

より、広告物の上端の高さ

は、軒の高さ以下とし、突

出幅は、敷地内で壁面から

１ｍ以下とする。  

②  広告物は敷地内に設置す

ること。  

 

壁面から１ｍ以下 

上端は軒の 
高さ以下 
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  ☆「独立して設置するもの」の例示  

 

区   分  参  考  図  表示面積  個数  その他制限  

1 柱に取り

付 け た も

の  

 一 表 示 面

面 積 は ２

㎡ 以 下 、

総 表 示 面

積 は ４ ㎡

以下  

1個  ①  広告物の高さは、７ｍ以

下とする。  

②  広告物は、敷地内に設置

すること。  

２  フェンス

等 に 取 り

付 け た も

の  

 ２㎡以下  1個  ①  広告物は、敷地内に設置

すること。  

 

  （６）広告物の個数制限の緩和措置  

    ① 突出した広告物を掲出する場合の緩和措置  

     …次のとおり、独立広告物の代わりに、突出し広告物を設置する場合の緩

和措置を認めます。  

 

区   分  参  考  図  
①の  

表示面積  

建築物への

掲出個数  
その他制限  

１  通常の例  

（壁面広告＋

独立広告）  

 一表示面

面積は２

㎡以下、

総表示面

積は４㎡

以下  

1個  

(独立広告

物以外と

して１個

のみ）  

①  広告物の高さは、７ｍ

以下とする。  

②  広告物は、敷地内に設

置すること。  

２  緩和措置  

（壁面広告＋

突出広告）  

 

 

 

一表示面

面積は２

㎡以下、

総表示面

積は４㎡

以下  

２個  

(独立広告

物の設置

は不可 ) 

①  この緩和措置により、

突出し広告物を掲出した

場合は、独立広告物を設

置できないものとする。  

②  千葉県屋外広告物条例

により、広告物の上端の

高さは軒の高さ以下と

し、壁面からの突出幅

は、壁面から１ｍ以下と

する。  

③  広告物は、敷地内に設

置すること。  

 

   【考え方】  この緩和措置についての考え方は、次のとおりです。  

       (ア) 突出し広告、2面の独立広告とも通行者を対象に掲出するものであ

壁面から１ｍ以下 

上端は軒の 
高さ以下 

①  

①  
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ること。  

       (イ ) 土地の有効利用等の理由で、突出し広告を掲出したい場合に、

(ア)のとおり両広告物の目的が同じにも関わらず、独立広告しか設

置できないのは不合理であること。  

       (ウ ) 景観上、突出し広告の方が、独立広告に比べすっきりしており好

ましいこと。  

 

    ② 営業時間等の広告物を掲出等する場合の緩和措置  

     …営業時間、定休日等を表示する広告物を掲出等する場合は、壁面に掲出

する場合に限り、次のとおり緩和措置を認めます。  

 

参  考  図  表示面積及び個数  

 表示面積：  

 ①と③を合わせて５㎡以下  

 ③は、１㎡以下  

 ②は、一表示面積２㎡以下  

  総表示面積は４㎡以下  

個数：  

 ①②③とも各1個  

 

  ※③が営業時間等の広告物  

 

     ※地区計画上制限の対象とならない広告物等であっても、千葉県屋外広告物

条例により許可が必要となるものもあります。  

      （届出、相談等の窓口は都市整備課になりますので、不明な点等がある場

合はご相談ください。）  
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③  



４ かき又はさくの構造の制限  

 開放的で良好な街並み景観を形成するとともに震災時のブロック塀等の倒壊を防止す

るため、道路境界線側及び隣地境界線側にかき・さくを設置する場合の構造の制限を定

めています。  

 

 

  かき又はさくは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、市長  

が公益上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。  

１  道路境界線側及び隣地境界線側にかき又はさくを設ける場合は、次の各号の  

一に該当するものでなければならない。  

  （１） 生垣  

  （２） 宅地地盤面からの高さが1.5ｍ以下のフェンス、鉄柵等の透視可能なも  

の。ただし、コンクリートブロック造等であっても、宅地地盤面からの高  

さが1.5ｍ以下で、開放性を著しく妨げない範囲内で設ける場合について  

は、この限りでない。  

 ２  前項の生垣の植栽帯の法止め又はフェンス等の下に積むコンクリートブロッ  

ク類の高さは、宅地地盤面から、60cm以下とする。  

  

 

 【解説】  

  （１）１の「道路境界線側及び隣地境界線側にかき又はさくを設ける場合」には、

門柱、門の袖を設置する場合を含まないものとします。  

 

  （２）１ (2)の「開放性を著しく妨げない範囲内」とは、次のようなものをいいま

す。  

 

    ①  門扉、門柱及び門の袖を除くコンクリートブロック類の壁面の面積の４分

の１以上が透視可能な構造となっているものをいいます。  

     （次ページ(3)の設置例の図を参照）  
 

    ②  竹垣、板垣等で、災害時等に倒壊の危険性が著しく低く、なおかつ、道路

通行者等が、圧迫感を感じることのないものについては、透視可能でなくて

も設置可能です。  

地 区 整 備 計 画 
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  （３）道路境界線側及び隣地境界線側のかき・さくの設置例  

 

    例１ 生垣             

 

 

 

 

 

 

 

    例２ フェンス  

 

 

 

 

 

 

 

 

    例３ ブロックとフェンスの組合せ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  （４）地区計画の区域の内外にわたる敷地にかき・さくを設置する場合は、地区計

画の区域内のみ制限の対象となります。  

 

  （５）構造について  

    ① 「生垣」の樹木の種類は、特定しません。  

    ② 「透視可能なもの」の材料は、特定しません。  

    ③ 「生垣」と「鉄柵等の透視可能なもの」を、併設することができます。  

 

  （６）「生垣」の高さ制限はありませんが、極端に周辺の住環境を損なうことのな

いようにしてください。  

道路  

高さ制限  
  なし  

60cm 以下 

宅地  
地盤面  

1.5ｍ以下 

宅地  

地盤面  

60cm 以下 

※  門扉、門柱及び門の袖

を除くブロック塀等の壁

面の面積の 1/4 以上を

透視可能な構造にしてく

ださい。  

60cm 以下 
宅地  

地盤面  

1.5ｍ以下 
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Ⅳ 届出の手続き 
 

（１）届出をしなければならない行為  

  ・代宿地区地区計画区域内で、次の行為を行う場合は、都市計画法第５８条の

２の規定により、袖ケ浦市長に届出が必要です。  

① 土地の区画形質の変更（切土、盛土、道路･宅地の造成等をすること。）  

② 建築物の建築（新築、増改築、移転、修繕等）、工作物の建設  

③  かき・さくの設置（建築物の建築等とは別に、単独で設置する場合を含

む。）  

④  屋外広告物の設置（住居地区のみ。建築物の建築等とは別に、単独で設

置する場合を含む。）  

 

（２）提出先  

  ・別紙届出書に必要な図書２部を添付し、市役所都市整備課へ提出して下さい。  

   なお、建築確認申請を必要とする場合は、市長が地区計画に適合すると認め

て交付する「適合通知書」を確認申請書に添付し、申請してください。  

 

（３）届出から建築確認通知書の交付までの流れ  
 

 

① 都市計画法第 58 条の２  

第１項による届出（行為  

着手日の３０日前まで）  

 

 

 

②  適合通知書の交付  
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建築主  

地区計画区

域内で、建

築等の行為

をする場合  

〔届出の審査〕  

・建築物の敷地面積の最低限度  

・壁面の位置の制限  

・建築物等の形態又は意匠の制限  

・かき又はさくの構造の制限  

 

袖ケ浦市  都市整備課  

〔建築確認申請の受付・交付〕  

君津土木事務所（建築宅地課）  

又は県庁建築指導課  

〔建築確認申請の審査〕  

④ 

確
認
申
請 

の
進
達 

⑤ 

確
認
済
証 

の
送
付 

〔建築確認申請の審査〕  

指定確認検査機

関 

市へ建築確認の申請をする場合  

指定確認検査機関へ建築確認の申請をする場合  

 
 

の
交
付 

④ 

建
築
確
認
済
証 

建築主  

③ ②の適合通知書を添えて 

  建築確認申請 

⑥建築確認済証の交付 



＜注意事項＞  

ア  建築主は、建築等の行為に着手する日の 30 日前までに「地区計画区域内に

おける行為の届出書」（様式第１号）、「建築物等計画概要書」（様式第２号）に

必要な事項を記載し、様式第１号の裏面に掲げる図書２部を添付のうえ、市役

所都市整備課に提出してください。  

イ  様式第１号の届出に係る事項のうち、設計又は施行方法の変更などの届出事

項の変更をする場合には、「地区計画区域内における行為の変更届出書」（様式

第３号）、「建築物等計画概要書」（様式第２号）に必要な事項を記載し、変更

の内容が確認できる図書２部を添付のうえ、提出してください。  

ウ  都市整備課において、様式第１号又は様式第３号の届出書に記載されている

事項について、代宿地区地区計画に適合しているか審査し、適合していれば建

築主へ「適合通知」（様式第５号）を交付します。  

エ  代宿地区地区計画に適合しないと認められる場合は、「勧告書」（様式第４

号）により、設計の変更その他必要な措置をとっていただくことになります。  

 

 

 

 

Ⅴ 「建築制限条例」について 
 

 市では、地区計画の目的を確実に達成するために、「袖ケ浦市地区計画の区域内

における建築物の制限に関する条例」（平成８年条例第１０号。以下「建築制限条

例」という。）により、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限の２つの

制限について規定しております。  

 この建築制限条例の規定により、建築物を建築する場合の建築確認申請の際に、

その建築計画が建築制限条例の内容に適合しているかどうか建築主事の審査を受け

ることになります。  
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